
施策概要

効 果

◼ 予算額（国費）（加速化・深化分）

◼ 全国的な対策と効果
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【KPI】災害応急対策の活動拠点となる官庁施設における電力確保等の

ための対策の実施率

初期値（％）

目標値（％）

５か年加速化対策

R3 R4 R5

2億円 21億円 34億円

R6 R7 累計

22億円 6億円 85億円

災害応急対策活動に必要となる官庁施設の

電力の確保等対策【国土交通省】
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災害応急対策の活動拠点となる官庁施設について、

自家発電設備、受変電設備改修等を実施

電気関係設備の浸水等を防止し、非常時優先業務の継続性を確保

◼ 目標達成の見通し
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Ｃ

燃料槽の増設

商用電力の供給

非常用電力の供給

受変電設備の改修

官庁施設の電力の確保等（イメージ図）

自家発電設備の改修 防潮板の設置

的確な業務継続を実施

広域支援の立案・実行 情報収集・指令

活動拠点室等

災害対策室

事業実施 対策量 実施内容

官庁営繕部 中央合同庁舎第６号館 燃料層増設

東北地方整備局 秋田第二地方合同庁舎
受変電設備改修、
自家発電設備改修等

中部地方整備局
名古屋合同庁舎第１号
館

受変電設備改修、
自家発電設備改修

近畿地方整備局 大阪合同庁舎第３号館 自家発電設備改修

中国地方整備局 岡山第２地方合同庁舎 受変電設備改修

災害応急対策の活動拠点となる官庁施設における
電力確保等のための対策を実施した主な施設

3-2

※ このほか、加速化・深化分以外の予算も措置されている
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整備事例

145

燃料槽設置後燃料槽設置前 敷地

自家発電装置同期盤自家発電装置１、２号機

燃料槽を増設することで、災害時に停電が継続した場合であっても1週間は非常時優先業務を実施することができる
ような施設の性能が確保されます。

事業費

事業の背景（地域の課題）

事業の内容

9.3億円 （うち５か年加速化対策（加速化・深化分）2.7億円）

平成26年3月に閣議決定された「政府業務継続計画（首都直下地震対策） 」では、首都直下地震発生時に、1週間

にわたり中央省庁の庁舎に職員が常駐して非常時優先業務を実施することができるよう、非常時優先業務及び
管理事務を1週間程度継続するために必要な燃料を確保することされています。
法務省が入居する中央合同庁舎6号館においては、既存の燃料槽だけでは非常時優先業務及び管理事務を1週

間程度継続するための自家発電設備の連続運転がてきず、災害時の停電継続により業務の継続が困難となるこ
とが懸念されていました。

燃料槽の増設及び自家発電設備改修により、 1週間にわたり非常時優先業務を継続するために必要な施設の性

能を確保することができるため、首都直下地震等の大規模災害発災による停電発生時にも、法務省の非常時優
先業務である「収容施設における被害状況の確認等」「出入国及び在留の管理」「登記情報システム等の復旧」等
を実施することが可能となります。

庁舎の自家発電設備の改修により、

首都直下地震の発生時でも必要な業務を継続する

東京都千代田区 中央合同庁舎6号館における

自家発電設備の改修等

国土交通省 大臣官房

官庁営繕部

見込まれる効果

対策前 対策後

対策後 対策後

業務継続への支障解消を目的として、燃料槽の増設及び自家発電設備改修を実施しました。
自家発電設備の連続運転時間 【整備前】 72時間 ⇒ 【整備後】 1週間

◼ 自家発電設備の改修


